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２月放送のCTY-FM「よっかいち　わいわい人探訪！」でも紹介します。（放送時間は裏表紙へ）

高校生ものづくりコンテスト全国大会
自動車整備部門で連覇

四日市工業高校３年　中
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前回はエンジンの故障箇所を見つけることが
できず、満点を逃しました。この１年は基礎・
基本を徹底し、作業効率も見直してタイムロス
を減らす練習にも取り組みました。その結果、
今回のコンテストでは故障探求と分解整備で満
点を獲得し達成感を得ることができました。
コンテストでは車や工具を丁寧に扱うマナー

も審査されるので、作業に向き合う姿勢も大切
にしました。

地道にコツコツ取り組む作業が好き
こどものころから車が好きで、高校の自動車

科に入学するとさらに車への興味が深まりまし
た。仲間と切磋琢磨しながら整備技術の腕を上
げ、コンテストに挑戦してきました。
自動車整備は、自動車の安全性、ドライバー

の命を守るための大切な仕事だと思います。ス
ポーツのような派手さはないものの、コツコツ
と地道に取り組む作業が自分の性格に合ってい
て、やりがいを感じます。好きな車を触ってい
ると時間を忘れて夢中になれます。

社会人となり新しい技術を吸収していきたい
卒業後は県外の自動車部品の研究開発会社へ

就職します。一人暮らしが始まりますが、コン
テストのために取り組んできたことが生かせる
仕事だと思うと、不安より期待の方が大きいで
す。今までよりさらに新しい技術を吸収してい
きたいと思っています。
乗りこなしたい車は、操る楽しさを味わえる

マニュアル車。運転と整備、両方の醍醐味を知
ることが楽しみです。

自動車整備士として必要なスキルが試される
自動車整備部門競技は、自動車整備士３級相
当の学科試験に加え、エンジン部品などの精密
な測定、法定12カ月点検をベースとした分解
整備、エンジン故障の探究といった３種類の実
技があり、１種目につき制限時間25分で臨み
ます。

四日市工業高校３年の中武勇己さんが、昨年
11月に開催された「高校生ものづくりコンテ
スト全国大会」の自動車整備部門で連覇を果た
しました。連覇は部門史上初の快挙。コンテス
トは高い集中力と判断力、手先の器用さなどが
求められます。
中武さんは、４月から自動車関連会社へ就職
予定で、新天地で新たな技術の向上を目指そう
と、希望に胸を膨らませます。

エンジンの故障探求作業 ものづくりコンテスト
自動車整備部門表彰状

タイヤの脱着作業

→
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人権のひろば
毎月

22日は「人権
を確かめ合う日」です

人権・同和教育シリーズ

問 障害福祉課（ TEL  354-8527　 FAX  354-3016）

昨年３月以来、本市では、コスモ石油㈱、
三重交通㈱、三岐鉄道㈱との共創により、企
業版ふるさと納税を活用して市内路線バスの
EVバス化を促進し、カーボンニュートラル
の啓発に取り組んでいます。

今般、その取り組みが国に認められ、企業版
ふるさと納税に係る大臣表彰を受け、１月16
日に、私自身も東京での表彰式に出席しまし
た。会場では「Go to Zero,Together!　企
業版ふるさと納税を活用して、みんなでゼロ
カーボンシティへ」というタイトルで、この
事業のプレゼンテーションを行いました。

表彰に際して、大臣からは、「四日市市が
公害の歴史と教訓を踏まえ、環境先進都市と
してゼロカーボンシティを宣言し、企業版ふ
るさと納税を活用してカーボンニュートラル
に取り組んでいることは、他の自治体の模範
になる」との言葉をいただきました。

今後もさまざまな主体と連携・共創し、カ
ーボンニュートラルをはじめとした環境問題
に積極的に取り組んでまいります。

本事業の詳細は、PR動画にまと
めて公開しています。右記の二次
元コードからぜひご覧ください。

 共創によるカーボンニュートラルの取り組み 

皆さんは、障害者差別解消法を知っていま
すか。この法律は、障害がある人もない人も、
誰もが安心して暮らせる社会をつくることを
目的としており、行政や事業者に対して、障
害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止
し、可能な範囲で合理的配慮を行うことを求
めています。

日常生活で利用する設備やサービスは、障
害がある人にとっては利用が難しく、活動が制
限される場合があります。例えば、段差がある
建物や文字だけの案内は、歩ける人や読める

人を前提とした社会が作り出した障壁です。
合理的配慮は、社会の中にある障壁を取り

除き、障害がある人だけでなく、こどもや高
齢者などすべての人にとって過ごしやすい社
会を実現するために必要な工夫や対応です。

本市では、合理的配慮の一つとして、手話
通訳、要約筆記での窓口対応や外部への派遣
を行っています。

私たち一人ひとりが社会にある障害に目を
向け、誰もが安心して暮らせる社会をつくっ
ていきましょう。

「誰もが安心して 
 暮らせる社会を目指して」

内閣府
「障害者差別解消法

リーフレット」

表彰状を手に、
黄
き
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かわ
田
だ
内閣府特命担当大臣（地方創生担当）と
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